
■秋開始接種の接種券発送スケジュール
前回接種を ５ 月 ８ 日～３１日に行った

方には ９月 ６日㈬、 ６月 １日～１５日に行
った方には ９ 月 ８ 日㈮に秋開始接種用
の接種券を発送予定です。
※�接種券の到着まで １ 週間程度かかる
場合があります。
また、令和 ５年春開始接種を未接種の

方の秋開始接種用の接種券は、 ９月１１日
㈪の週以降に発送予定です。その他の方は、前回の接種時期をもとに順次発送
予定です。詳細は市nまたは広報紙でお知らせします。

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●�東京都新型コロナ相談センター☎０12０・67０・44０
　（毎日２４時間受付）
●東京都多摩小平保健所☎０42・4５０・３111
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時受付）

新型コロナウイルス
ワクチン関連情報

l市新型コロナワクチンコールセンター（市コールセンター）
☎０４２・４２０・７１７７（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ９時～午後 ５時受付）
o０４２・４７７・００３３（聴覚に障害がある方などの相談）
※詳細は市nをご覧ください。 市n

　令和 ５年秋開始接種が ９月２０日㈬から始まります。秋開始接種では、
オミクロン株XBB.１.５対応 １価ワクチンを使用します。これに伴い、令
和 ５年春開始接種は ９月１９日㈫で終了します。春開始接種での接種を希
望する方は、早めの接種をご検討ください。春開始接種の詳細は広報 ５
年 ４月１５日号および市nをご覧ください。

令和 ５ 年秋開始接種について

　１０月 １ 日㈰から「スポーツ健康ウ
ィーク東久留米２０２３」を開催します。
スポーツや健康づくりに関するイベ
ントを取りまとめてお知らせし、市
民の皆さんのイベント参加を推進す
ることで、健康で活力に満ちた地域
の実現を目指します。
　こどもから高齢の方、障がいをお
持ちの方など、さまざまな方が楽し
めるイベントを用意していますので、
たくさんの方の参加をお待ちしてい
ます。

l生涯学習課スポーツ振興係☎０４２・４７０・７７８４

予約開始日時 ９ 月 ８ 日（金）午前 ９時から
接種日時 ９ 月２３日 正午～午後 ５時
会場わくわく健康プラザ
対象者 ３ ～ ７ 回目の秋開始接種用の接種券をお持ちの満１６歳以上の方
使用するワクチンファイザー社製 １価ワクチン（XBB.１.５）
予約方法①集団接種予約サイトでのウェブ予約

②市コールセンターへの電話による代行予約

◆ ９ 月実施の集団接種

集団接種予約サイト

市では、秋開始接種用の接種券を新た
に発送します。秋開始接種用の接種券で
は、白い封筒および予防接種済証（右図
参照）に「秋開始接種用」と印字されてい
ます。接種を受けられる方は、必ず「秋
開始接種用」の接種券をご持参ください。
　なお、これまでに発送した ３回目～ ６
回目の接種券をお持ちの方（未接種の
方）は、破棄をお願いします。

◆秋開始接種用の接種券

図　封筒および予防接種済証

ウィーク
東久留米２０２３

　写真は前回開催の様子です。詳細は、市nまたは今号 ９ 面「スポーツ
健康ウィーク東久留米２０２３対象イベント」をご覧ください。対象イベントの一例をご紹介！対象イベントの一例をご紹介！ 市

n

ラジオ体操講習会 東久留米
てくてくさんぽ

　今年はNHKテレビ・ラジオ体操
指導者の鈴木大輔氏と、アシスタン
トの織田一明氏をお迎えします。

わくわくすこやか体操

リハビリ専門職の先生が考えた東
久留米のご当地体操「わくわくすこ
やか体操」を体験します。

　のんびり地域を散策し、
自分の健康と地域の良さを
再発見します。

スポーツ健康誰もが健康で誰もが健康で
活力に満ちた活力に満ちた
地域に地域に

関連イベント

スポーツ・健康をテスポーツ・健康をテ
ーマとした資料の展示ーマとした資料の展示
を行います。を行います。
aa１０月 １ 日㈰～３１日㈫１０月 １ 日㈰～３１日㈫
bb市内各図書館市内各図書館

各図書館での展示 　「食を通じた健康づくり」をテーマに、　「食を通じた健康づくり」をテーマに、
食とのふれあい、地場産農作物に対す食とのふれあい、地場産農作物に対す
る安心意識を高めるため、「農さんぽマる安心意識を高めるため、「農さんぽマ
ップ」と旬の野菜レシピを展示。そのップ」と旬の野菜レシピを展示。その
他、食育に関する展示を行います。他、食育に関する展示を行います。
aa１０月 １ 日㈰～ ９日１０月 １ 日㈰～ ９日
bb生涯学習センター生涯学習センター
ll生涯学習センター☎０４２・４７３・７８１１生涯学習センター☎０４２・４７３・７８１１

パネル展示
　公立保育園のこどもたちが食べている　公立保育園のこどもたちが食べている
メニューの中から、地場産の野菜を使用メニューの中から、地場産の野菜を使用
したものや、減塩メニューなどを紹介ししたものや、減塩メニューなどを紹介し
ます。ます。
配布開始日１０月 １ 日㈰から（無くなり次１０月 １ 日㈰から（無くなり次
第終了）第終了）配布場所子育て支援課（市役所 ２子育て支援課（市役所 ２
階）階）jj公立保育園児の保護者にも配布し公立保育園児の保護者にも配布し
ますますll子育て支援課☎０４２・４７０・７７４５子育て支援課☎０４２・４７０・７７４５

リーフレット配布

今号の主な内容

No. 1334

令和5年
（2023年）

9／1 号
・�電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（３万円）の申請をお忘れなく… ２ 面

・身のまわりの防災対策を見直しましょう………… ２面

・交通安全のつどい・交通安全パレード…………… ５面

・ひとりで悩んでいませんか？……………………… ７面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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　市では、多摩地域に直下地震が発生したことを想定し、総合
防災訓練を実施します。市民の皆さん、市、防災機関が力を合
わせ、災害を乗り越える訓練です。
　防災関係の展示やはしご車搭乗体験など、市民の皆さんに体
験いただけるブースなどもございます。ぜひ会場にお越しくだ
さい。
a１０月２２日㈰午前 ９ 時～正午b▼メイン会場（関係機関連携訓
練等）＝滝山公園▼医療救護所開設訓練＝わくわく健康プラザ
j詳細は広報 ５年１０月１５日号でお知らせします

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（３万円）の申請をお忘れなく

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、 １世帯当
たり ３万円を支給します（ １世帯 １回限り）。
　令和 ５年度住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯が支給対象です。
受付期間を過ぎると給付金を受給できなくなりますので、対象となる
世帯でまだ提出されていない方は忘れずに提出してください。申請書
の入手方法など、詳細は市nをご覧いただくか、コールセンターまで
お問い合わせください。
※�この給付金は、法令により非課税および差押禁止の取り扱いになり
ます。

■配偶者からの暴力（DV）等により避難している方へ
　配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方で、事
情により ５年 ６月 １日以前に東久留米市に住民票を移すことができな
かった方についても受給できる場合がありますので、
コールセンターまたは、申請・相談受付窓口（市役所
１階南出入口横特設ブース）までご相談ください。

　申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場
合は、振込日を記載した決定通知書を送付します。

■郵送の場合の送付先
〒２０３−８５５５　東京都東久留米市本町 ３ − ３ − １
　重点支援給付金担当宛て
※�「住民税非課税世帯」か「家計急変世帯」のどちら
での申請書類かを明記して送付してください。

■申請受付期間
♦申請方法（右表参照）

１０月３１日㈫まで（必着）

♦支給対象世帯

基準日（ ５年 ６月 １日）時点で、世帯全員の令和 ５年度住民税均等割が
非課税である世帯
　※次に当てはまる場合は支給対象外です。
　・�世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けて
いる場合

　　例＝�親（課税）に扶養されている大学生（非課税）の単身世帯、子（課
税）に扶養されている両親（非課税）の世帯など

　・�５ 年 ４ 月に就職し、親（課税）の扶養から外れた新社会人（非課税）
の単身世帯

　・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合

①令和 ５年度住民税均等割非課税世帯 ②家計急変世帯
予期せず ４年１０月～ ５年 ９月までの家計が急変し、同一世帯に属する
者全員が①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
　※以下の理由による減収は、予期しない減収の要件に該当しません。
　・定年退職による減収
　・年金が支給されない月の減収
　・�事業活動に季節性があるものなどの通常収入を得られる時期以外
の減収

市n

対象世帯 申請方法

非課税世帯で、市から「東久留米市電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給
について（同意書）」が届いた世帯

申請不要
同意書の内容をご確認ください。支給辞退
の連絡をされなかった方は、振り込まれま
す。

非課税世帯で、市から「電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支援給付金（住民税非課税世
帯分）確認書兼申請書（請求書）」（以下、「申請
書」）が届いた世帯

申請書などを返信
用封筒で郵送

対象要件に合致していることをご確認いた
だき、給付対象となる場合のみ、申請書や
必要書類などを同封の返信用封筒により提
出してください。

・�非課税世帯で、令和５年１月２日以降の転
入者を含むなど、令和５年度市民税の情報
が市で確認できない世帯
・家計急変世帯

申請書などを入手
の上、窓口または
郵送で提出

申請書を入手し、必要事項を記入の上、必
要書類を揃えて、申請・相談受付窓口（市
役所１階南出入口横特設ブース）にご提出
ください。来庁が困難などにより郵送での
申請を希望する方は、申請書や必要書類な
どを送付先へお送りください。

表　申請方法

身のまわりの防災対策を
見直しましょう

l防災防犯課☎０４２・４７０・７７６９

　甚大な被害をもたらした関東大震災から、 ９月 １日で１００年が経ちます。
　この機会に、身の周りの防災対策について考え、見直しましょう。また、地域で行
われている防災訓練や防災イベントなどにも積極的に参加しましょう。

関東大震災から１００年

前回の様子

l市重点支援給付金コールセンター☎０４２・４７０・７８６３
（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ８時半～午後 ５時１５分）

　大規模な震災が発生した際は、断水になる可
能性もあるため、日頃からの備えが必要です。
◎災害時給水ステーション
　災害などにより断水した際に水を配布する
「災害時給水ステーション」は、市内に ２カ所あ
ります。給水する場合は水を
入れる清潔な容器（ポリタン
クなど）をご持参ください。

◎市内の災害時給水ステーション（詳細は都水道局nをご覧ください）
▼︎南沢給水所（南沢 ３− ９−２１）▼︎滝山給水所（滝山 ６− １− １）

災害時の断水に備えましょう

総合防災訓練を総合防災訓練を
実施します実施します

都水道局n

　日頃から使用している日用品や食料を多めに
備える「日常備蓄」という備蓄法があります。災
害時でも使い慣れているものや食べ慣れている
食事をすることができるため、安心感を得られ
る利点があります。
　また、成人が活動するのに必要な飲料水の量
は １日約 ３ℓです。保存水や飲料水の汲み置き
が大切です。水の備蓄も見直しましょう。

日常備蓄のススメ
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



９ 月は、世界アルツハイマー月間です教えて！介護と予防教えて！介護と予防

アルツハイマー型認知症は、認知症の一番多い原因疾患ですアルツハイマー型認知症は、認知症の一番多い原因疾患です
　認知症は、誰でもかかる可能性のある脳の病気であり、いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受け
たり、働きが悪くなることで、認知機能が低下し、さまざまな生活のしづらさが現れる状態を指し
ます。また、認知症の原因となる疾患の内訳には、主に「アルツハイマー型認知症」「血管性認知症」
「レビー小体型認知症・パーキンソン病による認知症」の ３つがあり、もっとも多いのが「アルツハ
イマー型認知症」です。
　日本は世界一の長寿国です。認知症と共に生きる高齢者の人口は今後も増加し、２０２５年には高齢
者の ５人に １人、国民の１７人に １人が認知症になるものと予測されています。
　市では、認知症の進行に応じて「いつ」「どこで」「どのような医療や介護サービス」が受けられるの
かといった「ケアの流れ」を記した「東久留米市知って安心認知症ガイドブック」を作成し、市介護福
祉課および地域包括支援センターで配布しています。
　また、「東久留米市認知症高齢者等みまもり事業」として、介護者などに対して、
迷い人の可能性がある認知症高齢者などを発見または保護した方とインターネット
上で通信することができる「みまもりシール」を交付しています。利用には申請が必
要です。詳細は、市nをご覧ください。
l介護福祉課地域ケア係☎０４２・４７０・７７７７（内線２５０１～２５０３） 市n

「東久留米市知って安心認知症
ガイドブック」の表紙

　認知症の方を介護するご家族の方、一人で介護の悩
みをかかえていませんか。日々のことや心配ごとなど、
気軽に話し、ほっとできる場所として開催しています。
９ 月は中部・西部地域包括支援センター主催です（東
部地域包括支援センターは１０月に開催します）。事前
にお申し込みの上ぜひご参加ください。
◎中部地域にお住まいの方
対象地域学園町・ひばりが丘団地・本町・中央町・幸
町・南沢・前沢一～三丁目・南町ab ９ 月１１日㈪午後
１ 時１５分～ ２ 時半。中央町地区センター第 １ 会議室
kl中部地域包括支援センター☎０４２・４７０・８１８６また
は☎０４２・４５１・５１２１
◎西部地域にお住まいの方
対象地域前沢四・五丁目、滝山・下里・柳窪・野火止
・八幡町・弥生ab ９ 月２５日㈪午後 １時１５分～ ２時半。
西部地域センター第 ２講習室kl西部地域包括支援セ
ンター☎０４２・４７２・０６６１

　認知症サポーター養成講座をすでに受
講した方を対象に、地域で認知症の方や
家族を支えるための活動について、一緒
に考える ２日間の講座です。認知症サポ
ーターから一歩進んで活動してみません
か。
ab下表のとおりc講話、グループワー
クなどeすでに認知症サポーター養成講

座を受講した市民の方f先着５０人程度k
９ 月 １ 日㈮から電話で在住地域を担当す
る地域包括支援センター（東部地域包括
支援センター☎０４２・４２８・７７８８、中部地
域包括支援センター☎０４２・４５１・５１２１、
西部地域包括支援センター☎０４２・４７２・
０６６１）へl介護福祉課地域ケア係☎０４２・
４７０・７７７７（内線２５０１～２５０３）

認知症サポーター「ステップアップ講座」認知症サポーター「ステップアップ講座」 認知症介護者家族会認知症介護者家族会

表　講座の日時と場所
日時 場所

１日目 １０月６日㈮
午後２～４時 市民プラザホール（市役所１階）

２日目 １０月２０日㈮
午後２時～４時

▼東部地域包括支援センター担当地域在住の方（上の原・神宝町・金山
町・氷川台・大門町・東本町・新川町・浅間町・小山）＝東部地域セン
ター講習室▼中部地域包括支援センター担当地域在住の方（学園町・ひ
ばりが丘団地・本町・中央町・幸町・南沢・前沢一～三丁目・南町）＝
中央町地区センター第３・４会議室▼西部地域包括支援センター担当地
域在住の方（前沢四・五丁目・滝山・下里・柳窪・野火止・八幡町・弥
生）＝西部地域センター第２・３講習室

　 ９月１８日 は「敬老の日」。長年にわたり社会に貢献してこられた高齢者の皆さんの長寿を心からお祝いします。
　これからも健康で、明るく楽しい日々を過ごしていただくとともに、これまで培ってきた知識や経験を、ぜひ
社会に役立てていただきたいと願い、「いきいき長寿大会」を開催します。
a ９ 月１６日㈯午前１０時～午後 ０ 時２０分b生涯学習センターc▼第 １部＝祝賀式典▼第 ２部＝アトラクション（大
江戸ダンス、マジック、詩吟、和太鼓、日本舞踊、童謡、みんなで歌いましょう）e市内在住の７５歳以上の方i
混雑状況に応じて、入場を制限する場合がありますj▼記念品あり▼手話通訳あり▼主催は市、社会福祉協議会、
同実行委員会。協力は市文化協会k当日会場で

l福祉総務課高齢者福祉係
☎０４２・４７０・７７４９

　市では、市内在住で令和 ５年
度中に、１００歳以上である方と
卒寿（９０歳）を迎える方に、記念
品を贈呈します。
　記念品は ９月１５日㈮～２１日㈭
に地区の民生委員がご自宅へお
届けする予定です。
j対象の方には別途、記念品贈
呈に関するはがきを送付します

１００歳以上の方と
卒寿の方へ

長寿をめざして！長寿をめざして！いきいき長寿大会を開催しますいきいき長寿大会を開催します

前回の様子
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市

民

生

活

新
し
い
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
送
付

　
現
在
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証（
以
下
、「
保
険
証
」）の

有
効
期
限
は
９
月
３０
日
ま
で
で

す
。
１０
月
１
日
か
ら
使
用
す
る

新
し
い
保
険
証（
黄
色
）を
９
月

中
に
送
付
し
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
各
世
帯
分
を
ま
と
め
て
、

世
帯
主
宛
て
に
簡
易
書
留
で
郵

送
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
間
１０

月
１
日
～
７
年
９
月
３０
日

　
※
生
年
月
日
な
ど
に
よ
り
有

効
期
間
が
短
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
※
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険

証
は
、
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど

個
人
情
報
に
留
意
の
上
、
ご
自

身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健

康
保
険
証
な
ど
と
し
て
ご
利
用

で
き
ま
す

　
医
療
保
険
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
が
３
年
１０
月
よ
り
本
格

開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

対
応
し
た
医
療
機
関
や
薬
局
に

か
か
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険
証
、
限

度
額
適
用
認
定
証
な
ど
と
し
て

利
用
で
き
ま
す
。
利
用
に
あ
た

っ
て
は
、
事
前
に
登
録
が
必
要

で
す
。
登
録
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
ア
プ
リ
や
、
セ
ブ
ン
銀
行
の

Ａ
Ｔ
Ｍ
な
ど
で
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

l
保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
２

固
定
資
産
税
の 

現
況
調
査（
土
地
）

　
市
で
は
、
来
年
度
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
に

当
た
り
、
９
月
～
１２
月
頃
、
土

地
の
利
用
状
況
の
調
査
を
行
い

ま
す
。

　
調
査
は
、
市
職
員
が
市
内
全

域
を
自
転
車
で
巡
回
し
、
更
地

だ
っ
た
土
地
に
家
屋
が
建
築
さ

れ
る
と
い
っ
た
土
地
の
利
用
状

況
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
、
主

に
目
視
で
確
認
し
ま
す
。

　
※
市
職
員
は
調
査
時
に「
固

定
資
産
評
価
補
助
員
証
」を
携

帯
し
て
い
ま
す
。

l
課
税
課
土
地
資
産
税
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
２
６

土
地
・
家
屋
の
所
有
者

が
亡
く
な
ら
れ
た
際
の

手
続
き

　
賦
課
期
日（
毎
年
１
月
１
日
）

ま
で
に
土
地
・
家
屋
の
所
有
者

が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
そ
の

土
地
・
家
屋
の
現
所
有
者
の
方

（
相
続
人
な
ど
）は
、
相
続
登
記

さ
れ
る
ま
で
の
間「
固
定
資
産

現
所
有
者
申
告
書
」の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　
申
告
は
、
現
所
有
者
で
あ
る

と
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
３
カ

月
以
内
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
所
有
権
移
転
登
記

が
完
了
し
て
い
る
場
合
は
、
申

告
は
不
要
で
す
。

◎
相
続
登
記
申
請
の
義
務
化

　
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
相
続

な
ど
に
よ
り
不
動
産
の
取
得
を

知
っ
て
か
ら
３
年
以
内
に
登
記

の
申
請
を
す
る
こ
と
が
義
務
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
６
年
４
月

１
日
よ
り
前
の
相
続
で
も
、
未

登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、

法
律
の
施
行
日
か
ら
３
年
以
内

（
９
年
３
月
３１
日
ま
で
）に
登
記

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

l
課
税
課
土
地
資
産
税
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
２
６
、
ま
た

は
家
屋
資
産
税
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
２
７こ

ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
を 

振
り
込
み
ま
す

　
７
月
～
８
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
９
月
１３
日
㈬

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

学
校
給
食
費
の
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
市
立
小
学
校
で
は
、
保
護
者

の
皆
さ
ん
か
ら
納
入
さ
れ
る
給

食
費
で
安
全
な
食
材
を
購
入
し
、

衛
生
的
な
調
理
を
行
い
、
児
童

へ
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学

校
給
食
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
給
食
費
の
滞
納
が
累
積
す
る

と
、
給
食
を
提
供
す
る
た
め
に

必
要
な
食
材
の
購
入
費
用
が
足

り
な
く
な
り
、
提
供
す
る
給
食

の
質
が
低
下
す
る
な
ど
の
支
障

を
き
た
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

学
校
給
食
費
は
納
め
忘
れ
が
な

い
よ
う
、
納
入
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
入

が
困
難
な
場
合

は
、
在
校
す
る

小
学
校
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

l
学
務
課
保
健
給
食
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
９

新
た
に
年
金
生
活
者 

支
援
給
付
金
を 

受
け
取
る
方
は 

ご

請

求

を

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や

そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定
基

準
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。
新
た
に
受
け

取
る
場
合
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

e
①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
中

で
、
以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
る
方
▼
６５
歳
以
上
▼

同
一
世
帯
全
員
の
市
民
税
が
非

課
税
▼
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

所
得
額
の
合
計
が
８７
万
８
９
０

０
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
中
で
、
前
年
の
所

得
額
が
４
７
２
万
１
０
０
０
円

+
扶
養
親
族
の
数
×
３８
万
円
以

下請
求
手
続
き
▼
条
件
を
満
た
し

新
た
に
受
給
対
象
に
な
る
方
＝

日
本
年
金
機
構
か
ら
９
月
頃

に
請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら

せ
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の

は
が
き（
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
請
求
書
）に
記
入
し

提
出
し
て
く
だ
さ
い
▼
新
た

に
年
金
を
受
給
す
る
方
＝
年

金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て

年
金
事
務
所
ま
た
は
市
保
険

年
金
課（
市
役
所
１
階
）で
請

求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

l
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
・
０
５
・
４
０
９

２
ま
た
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１

４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

東久留米市救急情報シートをご活用ください東久留米市救急情報シートをご活用ください
市n

　市では、地域で高齢者が安心して在宅生活が送るこ
とができるよう、「東久留米市救急情報シート」を作成
し配布しています。このシートは、事前にかかりつけ医
や服薬内容などの医療情報や緊急連絡先を記載し、自
宅の冷蔵庫などに貼ることで、救急時に迅速に救急隊
や医療関係者に情報提供できるものです。すでにお持
ちの方は、定期的に記載内容の見直しをお願いします。
配布場所介護福祉課窓口（市役所 １階）、東部・中部・
西部の地域包括支援センター、わくわく健康プラザ
※市nからも取得可。
l同課地域ケア係☎０４２・４７０・７７７７（内線２５０１～２５０３）
または担当の地域包括支援センター（右表参照）

表　地域包括支援センター担当地域

お住まいの地域 問い合わせ先

上の原、金山町、神宝
町、氷川台、大門町、
小山、東本町、新川
町、浅間町

東部地域包括支援センター
☎０４２・４７３・９９９６
☎０４２・４２８・７７８８（本部）

本町、幸町、中央町、
南沢、学園町、ひばり
が丘団地、南町、前沢
一～三丁目

中部地域包括支援センター
☎０４２・４７０・８１８６
☎０４２・４５１・５１２１（本部）

前沢四・五丁目、滝
山、野火止、八幡町、
柳窪、弥生、下里

西部地域包括支援センター
☎０４２・４７２・０６６１

東久留米市救急情報シート

　現在、乳幼児医療費助成（乳）・義務教育就学
児医療費助成（子）・高校生等医療費助成（青）の
医療証をお持ちで、現況届が提出不要の方また
は提出済みの方に、１０月 １ 日から使用する医療
証を ９月下旬に送付します。
　なお、現況届の提出が必要な方には、既に書
類を送付しているため、お早めにご提出くださ
い。
■所得超過の方
　子・青には所得制限があります。 ５年度から
所得超過により資格が消滅する方には、受給資
格消滅通知書を ９月下旬に送付します。
■新たに受給対象となる方
　これまで所得超過のため子・青の対象外の方
で、 ５ 年度に対象となる方（所得制限限度額は
右表 １～ ３ 参照）は ９ 月中に必要書類を児童青
少年課窓口（市役所 ２階）または郵送で申請して
ください。
必要書類申請書（市nから取得または児童青少
年課窓口で配布）・対象児童の健康保険証の写
し
l同課助成支援係☎０４２・４７０・７７３６

表１　子・青医療証　所得制限限度額表
※１０月以降は５年度（４年分）所得で判定

扶養親族等の数 所得額
０人 ６２２万円
１人 ６６０万円
２人 ６９８万円
３人 ７３６万円
４人 ７７４万円
※「所得」とは▼給与収入のみの方＝源泉徴収票の「給与所得控除後
の金額−１０万円」▼自営業者等で確定申告をしている方＝確定申告
書の「所得金額」の「合計」の額
※配偶者控除（同一生計配偶者）を受けている場合は扶養親族等の数
に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族等の数
に含みません。
※年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に含みます。

表２　所得制限限度額に加算する金額
扶養親族等の数が５人以上の場合 １人につき３８万円
老人扶養親族 １人につき６万円
７０歳以上の同一生計配偶者 １人につき６万円

表３　所得額から控除できる金額
社会保険料相当額 一律８万円
雑損控除・医療費控除・小規模企
業共済等掛金控除 相当額

障害者控除額 （普通）２７万円（特別）４０万円
寡婦控除額 ２７万円
ひとり親控除額 ３５万円
勤労学生控除額 ２７万円

新しい○乳 ・○子 ・○青 医療証の送付
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活 こどもと教育



お知らせ

就
学
援
助
費
の 

入
学
前
支
給

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学

校
で
か
か
る
費
用
が
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い
る
ご
家
庭
に
対

し
て
、
教
育
費
の
一
部
を
援
助

し
て
い
ま
す
。
就
学
援
助
の
支

給
費
目
の
う
ち
、
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
を
入
学
前
に
支

給
し
ま
す
。

e
６
年
２
月
１
日
現
在
市
内
に

居
住
し
、
４
月
に
公
立
小
・
中

学
校
に
入
学
予
定
の
児
童
生
徒

の
保
護
者
で
、
就
学
援
助
制
度

の「
準
要
保
護
」に
該
当
す
る
方

準
要
保
護
の
条
件
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
▼
生
活
保
護

の
停
止
ま
た
は
廃
止
を
受
け
た

方（
認
定
基
準
を
上
回
る
収
入

が
あ
る
場
合
や
転
出
の
場
合
を

除
く
）▼
市
民
税
、
固
定
資
産

税
、
国
民
年
金
な
ど
の
掛
金
等

が
減
免
の
方
▼
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
▼
生

活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世
帯

（
準
要
保
護
）で
、
生
計
を
一
に

す
る
全
員
の
４
年
分
の
総
収
入

が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
※
認
定
基
準
・
申
請
方
法
な

ど
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

申
請
受
付
期
間
１０
月
２
日
㈪
～

６
年
１
月
１２
日
㈮

支
給
予
定
日
６
年
２
月
２７
日
㈫

l
学
務
課
学
事
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
７
９

市n

住
環
境

９
月
３
日
㈰
～
９
日
㈯

は
救
急
医
療
週
間

　
厚
生
労
働
省
と
総
務
省
消
防

庁
は
、
救
急
医
療
と
救
急
業
務

に
対
す
る
国
民
の
正
し
い
理
解

と
認
識
を
深
め
、
救
急
医
療
関

係
者
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年「
救

急
の
日
」の
９
月
９
日
を
含
む

一
週
間
を
救
急
医
療
週
間
と
定

め
て
い
ま
す
。

　
５
年
度
東
京
消
防
庁
救
急
標

語
は「
ま
ず
行
動　
救
え
る
命

　
あ
な
た
か
ら
」で
す
。
東
京

消
防
庁
で
は
、
心
肺
蘇
生
法
や

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
、
け
が
の
手

当
な
ど
の
応
急
手
当
を
習
得
で

き
る
よ
う
、
都
民
の
皆
さ
ん
や

事
業
所
な
ど
を
対
象
と
し
て
、

救
命
講
習
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

救
命
講
習
を
受
講
し
て
、
知
識

と
技
術
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

l
東
久
留
米
消
防
署
救
急
係
☎

０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９（
内

線
３
８
０
）

家
庭
ご
み
有
料
指
定
袋

減
免
申
請
受
け
付
け

　
９
月
８
日
㈮
か
ら
、
減
免
対

象
世
帯
に
対
し
、
１０
月
～
６
年

９
月
分
の
市
が
指
定
す
る
ご
み

袋（
燃
や
せ
る
ご
み
、
燃
や
せ

な
い
ご
み
、
容
器
包
装
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
用
）を
配
布
し
ま
す
。

配
布
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

a
b
下
表
参
照

　
※
混
雑
を
防
ぐ
た
め
、
一
世

帯
一
人
で
の
来
庁
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
住
所
別
に
日
程

を
割
り
当
て
て
い
ま
す
が
、
都

合
が
つ
か
な
い
場
合
は
他
の
日

程
に
ご
来
庁
く
だ
さ
い（
事
前

の
ご
み
対
策
課
へ
の
連
絡
は
不

入
し
駆
除
が
可
能
で
す
。
ス
ズ

メ
バ
チ
は
凶
暴
で
攻
撃
性
が
強

い
た
め
専
門
の
駆
除
業
者
へ
の

依
頼
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
駆
除
業
者
の
紹
介

　
市
で
は
、
協
定
を
結
ん
だ
市

内
の
駆
除
業
者
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

i
駆
除
費
用
は
自
己
負
担
で
す
。

依
頼
す
る
場
合

は
、
複
数
の
業

者
か
ら
見
積
も

り
を
取
り
、
ご

検
討
く
だ
さ
い

l
環
境
政
策
課
生
活
環
境
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

市n

お
知
ら
せ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

募
集

◎
東
久
留
米
市
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
開
設
計
画（
素
案
）

　
市
で
は
、
児
童
福
祉
法
の
改

正
を
受
け
、
子
育
て
世
帯
に
対

す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
と
し

て
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
開
設

の
検
討
を
し
て
き
ま
し
た
。
こ

の
た
び
、「
東
久
留
米
市
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー
開
設
計
画（
素

案
）」を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
な
ど
の
ご
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間
・
場
所
９
月
１
日
㈮

～
２２
日
㈮
に
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、（
仮
称
）

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
準
備
担

当（
同
４
階
）、
市
内
の
各
図
書

館
、
ま
た
は
市
n
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す（
各
施
設
の
閉
庁
日

・
休
館
日
を
除
く
）

ご
意
見
の
提
出
方
法
閲
覧
期
間

中
に（
必
着
）、「
東
久
留
米
市
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
開
設
計
画

（
素
案
）へ
の
意
見
」と
明
記
し

て
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
ご

意
見（
書
式
自
由
）を
記
入
の
上
、

〒
２０３

−

８
５
５
５
、市
役
所（
仮

称
）こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
準

備
担
当
宛
て
郵
送
、
m（kodo�

m
okatei@

city.higashiku�
rum
e.lg.jp

）、
ま
た
は
o（
０４２

・
４
７
０
・
７
８
０
４
）で
提

出
を

l
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
８

０
３
１

市n

◎
東
久
留
米
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
推
進
計
画（
素
案
）

　
市
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
地
方
公

共
団
体
が
地
域
の
実
情
等
に
応

じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
適
正

化
を
効
果
的
に
推
進
で
き
る
よ

う
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
推
進
計
画
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、「
東
久
留
米
市
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画（
素

案
）」を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ん
な
ど
の
ご
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間
・
場
所
９
月
１
日
㈮

～
２２
日
㈮
に
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、
都
市
計

画
課（
同
５
階
）、
市
内
の
各
図

書
館
、
ま
た
は
市
n
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す（
閉
庁
日
・
休
館

日
を
除
く
）

ご
意
見
の
提
出
方
法
閲
覧
期
間

中
に（
必
着
）、「
東
久
留
米
市
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計

画（
素
案
）」と
明
記
し
て
、
住

所
・
氏
名
・
年
代（
例
＝
２０
代
）

・
ご
意
見（
書
式
自
由
）を
記
入

の
上
、
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
都
市
計
画
課
宛
て
郵
送
、

m（toshikeikaku@
city.

higashikurum
e.lg.jp

）、

ま
た
は
o（
０４２
・
４
７
０
・
７

８
０
９
）で
提
出
を

l
都
市
計
画
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
８
２

市n

《
共
通
事
項
》

　
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
個
人
情
報
を
除
い
た

上
で
要
約
し
、
後
日
、
市
n
で

公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却

や
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

第
３
次
教
育
振
興
基
本

計
画
懇
談
会
委
員
募
集

　
「
第
３
次
教
育
振
興
基
本
計

画（
素
案
）」に
対
す
る
ご
意
見

を
伺
う
た
め
、
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

懇
談
会
開
催
日
時
・
場
所
９
月
２７

日
㈬
午
前
１０
時
～
正
午
、
市
役

所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
f
懇
談
会
に
出
席
可
能
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

方
①
生
涯
学
習
に
関
わ
る
市
民

（
２
人
以
内
）②
学
校
教
育
に
関

わ
る
市
民
ま
た
は
市
立
学
校
に

通
う
児
童・生
徒
の
保
護
者（
５

人
以
内
）

　
※
い
ず
れ
も
応
募
多
数
の
場

合
は
、
９
月
１５
日
㈮
午
前
１１
時

か
ら
市
役
所
７
階
７
０
２
会
議

室
で
公
開
抽
選
。
抽
選
実
施
の

有
無
お
よ
び
結
果
は
通
知
に
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

報
酬
規
定
に
よ
り
支
給

k
９
月
１
日
㈮
～
１１
日
㈪
に

（
閉
庁
日
時
を
除
く
）、
教
育
総

務
課（
市
役
所
６
階
）窓
口
で

（
①
②
に
つ
い
て
説
明
あ
り
）

l
教
育
総
務
課
庶
務
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
５

（
６
面
へ
続
く
）

要
で
す
）。

e
▼
生
活
保
護
受
給
世
帯
▼
身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
者

が
属
す
る
非
課
税
世
帯
▼
愛
の

手
帳
１
・
２
度
の
者
が
属
す
る

非
課
税
世
帯
▼
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
の
者
が
含
ま

れ
る
非
課
税
世
帯
▼
児
童
扶
養

手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
受
給
世
帯
▼
老
齢
福
祉
年
金

受
給
世
帯

j
１１
月
１
日
㈬
以
降
の
申
請
で

は
、
申
請
し
た
月
か
ら
６
年
９

月
末
ま
で
の
月
数
に
応
じ
た
枚

数
を
交
付
し
ま
す

k
必
要
事
項
を
記
入
し
た「
手

数
料（
減
額
・
免
除
）申
請
書
」

お
よ
び
対
象
世
帯
確
認
書
類

（
生
活
保
護
受
給
証
明
書
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
児
童
扶
養
手

当〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
〉受
給

書
な
ど
）を
持
参
し
て
、
受
付

会
場
で
申
請
を（
代
理
人
の
方

に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
）

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７

市n

民
有
地
の
ハ
チ
対
策

　
市
で
は
、
個
人
の
住
宅
や
管

理
者
が
居
る
集
合
住
宅
な
ど
、

民
有
地
に
で
き
た
ハ
チ
の
巣
の

駆
除
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ハ

チ
は
、
特
に
手
入
れ
不
足
の
庭

木
な
ど
に
多
く
巣
づ
く
り
を
し

ま
す
の
で
、
手
入
れ
を
充
分
に

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ハ
チ
の
巣
を
取
り
除
く
と
き

　
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
は
攻
撃
性
が

少
な
い
の
で
、
薬
局
な
ど
で
ハ

チ
専
用
の
駆
除
ス
プ
レ
ー
を
購

　 ９ 月２１日～３０日に行われる「秋
の全国交通安全運動」の一環とし
て、「交通安全のつどい・交通安全
パレード」を実施します。
a ９ 月１８日 午後 １時半～ ４時
b▼交通安全のつどい＝市役所屋
外ひろば▼交通安全パレード＝市
役所前～東久留米駅
c▼第一部＝�交通安全のつどい・式典（主催者挨拶、来賓者挨拶、

TBSアナウンサー、一日警察署長委嘱・挨拶）
　▼第二部＝�交通安全のつどい・アトラクション（学習院大学応援団

吹奏楽部による演奏・演技、交通安全教室）
　▼第三部＝�交通安全パレード（市役所前から駅までを往復）
l田無警察署交通総務係☎０４２・４６７・０１１０

交通安全のつどい・交通安全パレード交通安全のつどい・交通安全パレード

表　家庭ごみ有料指定袋減免申請　受付日程・会場など
日程 受付時間 受付会場 対象地域など

９月８日㈮

午前１０時～１１時半
午後１時～４時

南部地域センター２階講習室１ ひばりが丘団地、南沢、
南町にお住まいの方

９月１３日㈬ 西部地域センター３階講習室３ 滝山、柳窪、弥生にお住
まいの方

９月１５日㈮ 東部地域センター２階会議室２
上の原、金山町、神宝
町、大門町にお住まいの
方

９月２７日㈬

午前９時半～１１時半
午後１時～４時 市役所７階７０３会議室

学園町、小山、幸町、下
里、野火止にお住まいの
方

９月２８日㈭ 中央町、八幡町、本町、
前沢にお住まいの方

９月２９日㈮
新川町、浅間町、氷川
台、東本町にお住まいの
方

１０月１日㈰ 午前１０時～午後１時 市役所２階２０４会議室 平日都合がつかない方

１０月２日㈪以降 午前８時半～正午
午後１時～５時

ごみ対策課
（八幡町２－１０－１０）

上記期間に申請できなか
った方
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（
５
面
か
ら
続
く
）

住
宅
・
土
地
統
計
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

調
査
の
目
的
国
が
統
計
法
に
基

づ
き
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
重

要
な
統
計
調
査
で
す
。
住
宅
の

建
て
方
や
世
帯
構
成
に
つ
い
て

調
査
し
、
耐
震
や
防
災
を
中
心

と
し
た
都
市
計
画
の
策
定
、
空

き
家
対
策
条
例
の
制
定
な
ど
に

幅
広
く
使
わ
れ
ま
す

調
査
の
基
準
日
１０
月
１
日
㈰

調
査
の
対
象
無
作
為
に
抽
出
し

た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
世
帯

調
査
の
方
法
８
月
下
旬
か
ら
調

査
員
が
調
査
準
備
の
た
め
に
市

内
を
巡
回
し
、
９
月
下
旬
か
ら

調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
調

査
書
類
を
配
布
し
ま
す

回
答
方
法
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

回
答
、
ま
た
は
紙
の
調
査
票
を

郵
送
で
ご
返
送
く
だ
さ
い

j
▼
調
査
員
は
調
査
員
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
▼
調
査
票
の
回
答
内

容
は
統
計
法
に
よ
っ
て
厳
重
に

保
護
さ
れ
、
統
計
作
成
の
目
的

以
外
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん

l
総
務
課
統
計
調
査
担
当
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
８
１
０総務省統計局

n

職
員
募
集

学
童
保
育
所 

会
計
年
度
任
用
職
員

①
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職〈
育
休

代
替
職
員
含
む
〉）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

応
募
資
格
保
育
士
、
社
会
福
祉

士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か

の
有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後

児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
を

修
了
し
た
者
も
し
く
は
受
講
資

格
を
持
つ
者

報
酬
月
額
２１
万
２
８
８
０
円

応
募
書
類
▼
市
販
履
歴
書（
写

真
貼
付
）▼
資
格
証
明
書
の
写

し
▼「
児
童
厚
生
指
導
員
と
し

て
仕
事
を
す
る
上
で
大
切
に
し

た
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
や

意
見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字

以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

　
※
育
休
代
替
職
員
を
希
望
す

る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
履
歴
書

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
人
数
若
干
名（
育
休
代
替

職
員
は
１
人
）

②
児
童
厚
生
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど報
酬
時
給
１
１
３
３
円

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

貼
付
）

募
集
人
数
若
干
名

《
共
通
事
項
》

任
用
期
間
１０
月
１
日
～
６
年
３

月
３１
日（
６
年
４
月
１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

　
※
育
休
代
替
職
員
は
５
年
１１

月
３０
日
ま
で
で
、
再
度
任
用
は

あ
り
ま
せ
ん
。

i
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
な
ど
は

返
却
し
ま
せ
ん

j
▼
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

（
１２
月
２９
日
～
１
月
３
日
）は
勤

務
日
に
含
め
ま
せ
ん
▼
交
通
費

相
当
額
と
期
末
手
当
の
支
給
は
、

別
途
市
の
規
定
に
よ
り
支
給
し

ま
す
▼
①
に
つ
い
て
は
社
会
保

険
の
加
入
あ
り

k
９
月
１２
日
㈫
ま
で（
閉
庁
日

時
を
除
く
）に
、
応
募
書
類
を

直
接
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少

年
係（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
決
定

◎
募
集
説
明
会

a
９
月
６
日
㈬
午
前
１１
時
か
ら

（
３０
分
～
１
時
間
程
度
）

b
市
役
所
２
階
２
０
５
会
議
室

c
学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、
児

童
厚
生
指
導
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
専
門
職
）お
よ
び
児
童

厚
生
員（
会
計
年
度
任
用
職
員

ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）の
仕
事
の

内
容
、
応
募
資
格
、
現
在
の
募

集
状
況
な
ど
に
つ
い
て

e
児
童
厚
生
指
導
員
お
よ
び
児

童
厚
生
員
の
仕
事
に
興
味
の
あ

る
方

k
当
日
会
場
で

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

９
月
は
食
生
活
改
善 

普
及
運
動
月
間

　
５
年
度
は「
栄
養
成
分
表
示

を
活
用
し
て
食
塩
マ
イ
ナ
ス
」

で
取
り
組
み
ま
す
。
１
日
の
食

塩
摂
取
目
標
量（
２０
歳
以
上
）は
、

男
性
７
・
５
㌘
未
満
、
女
性
６

・
５
㌘
未
満
で
す
が
、
都
民
の

平
均
摂
取
量
は
男
性
で
１１
・
５

㌘
、
女
性
で
９
・
８
㌘
と
な
っ

て
い
て
、
３
㌘
以
上
食
塩
を
摂

り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
食
塩
の
摂
り
す
ぎ
は
高

血
圧
な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
加
工
食
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の

栄
養
成
分
表
示
に
は「
食
塩
相

当
量
」が
あ
り
ま
す
。
普
段
摂

っ
て
い
る
食
品
の
食
塩
量
を
確

認
し
、
食
塩
量
の
多
い
食
品
と

少
な
い
食
品
と
組
み
合
わ
せ
て

食
べ
る
な
ど
、
で
き
る
範
囲
で

減
塩
に
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。

　
多
摩
小
平
保
健
所
n
で
は
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト「
栄
養
成
分
表

示
を
活
用
し
よ
う
！
」を
公
開

中
で
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

l
同
保
健
所
生
活
環
境
安
全
課

保
健
栄
養
担
当
☎
０４２
・
４
５
０

・
３
１
１
１

同保健所n

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

会
員
募
集

　
市
内
在
住
で
原
則
６０
歳
以
上

の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

を
募
集
中
で
す
。
ま
ず
は
入
会

説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

a
９
月
２０
日
㈬
午
後
１
時
～
４

時
の
間
で
１
時
間
程
度

b
同
セ
ン
タ
ー（
下
里
４

−

１

−

４４
）

c
入
会
説
明
会

h
年
度
会
費
２
０
０
０
円
、
筆

記
用
具
、
本
人
確
認
書
類

k
l
９
月
１５
日
㈮
ま
で
に
電
話

で
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５

・
０
７
３
８
へ

千
代
田
区
立
神
田
一
橋

中
学
校
通
信
教
育
課
程

生
徒
募
集

選
考
日
１２
月
２
日
㈯

e
①
昭
和
２１
年
３
月
３１
日
以
前

の
尋
常
小
学
校
卒
業
お
よ
び
国

民
学
校
初
等
科
修
了
の
方
で
、

高
等
学
校
に
入
学
資
格
が
な
い

方
②
都
内
在
住
・
在
勤
の
満
６５

歳
以
上（
令
和
６
年
４
月
１
日

現
在
）の
方
で
、
戦
後
の
混
乱

の
影
響
等
に
よ
り
中
学
校
で
十

分
に
学
べ
な
か
っ
た
方

　
※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

k
１０
月
２
日
㈪
～
１１
月
１７
日
㈮

に（
必
着
）、
出
願
書
類（
同
校

で
配
布
）を
〒
１０１

−

０
０
０
３
、

千
代
田
区
一
ツ
橋
２

−

６

−

１４
、

神
田
一
橋
中
学
校
宛
て
郵
送
ま

た
は
直
接
同
校
へ
持
参
を

l
同
校
☎
０３
・
３
２
６
５
・
５

９
６
１学

校
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

募
集

　
公
益
財
団
法
人
東
京
都
教
育

支
援
機
構
が
運
営
す
る
人
材
バ

ン
ク
シ
ス
テ
ム
で
は
、
市
内
の

公
立
学
校
で
の
活
動
を
支
援
す

る
サ
ポ
ー
タ
ー（
有
期
労
働
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
有
償
・
無
償

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）を
募
集
し
て

い
ま
す
。
学
校
の
活
動
経
験
が

な
い
方
に
も
研
修
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
登
録
方
法
な
ど
の
詳

細
は
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

c
学
習
支
援
、
教
職
員
の
事
務

支
援
、
部
活
動
支
援
、
特
別
支

援
教
育
、
日
本
語
指
導
ほ
か

l
公
益
財
団
法
人
東
京
都
教
育

支
援
機
構
☎
０
１
２
０
・
３
８

９
・
０
５
５

公益財団法人
東京都教育
支援機構n

会 員 募 集
◆本村小体操会＝a月曜～土曜日午前 ６
時半～ ７ 時b本村小学校g会費年１,２００
円jラジオ体操などで健康維持と会員相
互の触れ合いを。現地入会受け付けもl
伊東☎０４２・４７１・７１１４
◆東久留米市ラジオ体操連盟＝a毎日午
前 ９時～ ９時４５分他b八幡神社他g会費
年１,２００円j初心者歓迎。正しいラジオ
体操、練功十八法を身に付け健康維持l
對

つ

馬
しま

☎０４２・４７１・５７４２
◆こどもリトミック（リトミックくらぶ）
＝a毎週金曜日午前１０時～１０時５０分b南
部地域センターg入会金３,０００円、会費
月４,３００円j未就園児対象。親子での参
加l四津谷☎０８０・６５５６・３４７８
◆シニアスポーツ（東久留米市ターゲッ
ト・バードゴルフ協会）＝a毎週月曜・
水曜・木曜日午前 ９時半～午後 ０時半他
b白山公園（月曜・水曜日）、南町運動広
場（木曜日）g会費年５,０００円jお気軽に
体験下さい。手ぶらでOK。貸しクラブ
あり。ミニゴルフですl坂田☎０４２・４７３
・５２４５

◆社交ダンス（さくら会）＝a月 ４回。土
曜日午後 １時～ ４時半b成美教育文化会
館g入会金１,５００円、会費月４,５００円j男
女会員募集。元A級プロの指導。一緒に
踊りませんかl篠宮☎０９０・８３０７・６０５９
◆歌謡サークル（東久留米歌友会）＝a月
２回。水曜日午後 １時～ ４時b西部地域
センターg会費月２,０００円他j大いに歌
って笑って、更に健康！人生これから！
お待ちしてますl篠崎☎０９０・１０４２・
５７４４
◆四

よん

四
よん

卓球クラブ＝a毎週木曜日午後 １
時４０分～ ３時５０分他bスポーツセンター
他g会費年５,０００円j健康のため、ラー
ジボール卓球を楽しみませんか。初心者
大歓迎l大内☎０８０・５４９４・６４３１
◆エビス絵画＝a月 ２回。第 １・第 ３金
曜日午前１０時～正午b生涯学習センター
他g入会金３,０００円、会費月４,０００円j水
彩、色鉛筆、人物、風景、静物など。初
心者歓迎l村田☎０９０・５５３４・８５３８
◆外国語（F・S中国語）＝a月 ３ 回。月
曜日午後 １時～ ３時b市民プラザg入会
金５００円、会費月３,６００円j中国語を始め
ませんか。初級から中級以上。相談・初
心者歓迎。見学可l野呂☎０８０・６５５７・
１３７３
◆東久留米市囲碁連盟＝a月 １回。第 ４

日曜日午前 ９時半～午後 ４時b西部地域
センター他g会費 １ 回１,０００円j午前 ２
局、午後 ２局、点数制で増減します。優
勝、敢闘賞、残念賞ありl富村☎０４２・
４７５・０４７９

催 し
◆歌謡・民謡・童謡入り吟詠体験教室（東
久留米吟詠サロン）＝a ９ 月 ８ 日㈮・１５
日㈮午後 １時半～ ３時半b生涯学習セン
ターj初めての方も歓迎。健康、ストレ
ス解消のために正しい発声法の体験をl
佐々木☎０９０・９８４８・４８８６
◆南沢水辺公園：みんなで草刈り＆昆虫
観察会（東京東久留米ロータリークラブ）
＝a ９ 月２４日㈰午前 ９時半～正午b南沢
水辺公園j対象は小・中学生、定員は３０
人。共催は南沢水辺公園のなかまたちl
東京東久留米ロータリークラブ☎０４２・
４７３・２３４１
◆慶應義塾学生三味線演奏会「津軽を聞
く」（東久留米三田会）＝a１０月 １ 日㈰午
後 ２時開演（ １時半開場）b生涯学習セン
ターまろにえホールg入場料１,０００円j
慶應義塾津軽三味線集団・弦

お と は

音巴の魂の
コンサートl島崎☎０９０・８０３５・９０７４

市 民 伝 言 板 「市民伝言板」（後期分）を
受け付けます

　広報ひがしくるめ「市民伝言
板」の後期分（１０月１５日号～ ６年
４ 月 １ 日号）の受け付けを開始
します。
i掲載にあたって条件などの注
意事項があります。詳細を市n
などで必ずご確認ください
k ９ 月 １ 日㈮午前 ８時半から、
所定の申込用紙に記入の上、直
接秘書広報課広報係（市役所 ４
階）へ持参を。先着順で受け付
けます（郵送、電話、o、mで
の申し込みはできません）
　※�申込用紙は、同係または市
nの「申請書ダウンロード」
から取得できます。

l同係☎０４２・４７０・７７０８

市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ 官公署など職員募集




